
中京区イベント等のエコ化推進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、京都市におけるごみ減量・再資源化の取組を推進するため、地域イベン

トによる環境負荷の低減を目的として、自治組織、市民団体等（以下「市民活動団体」とい

う。）が区役所と協働で実施する事業（以下「イベント等のエコ化推進事業」という。）に対

する助成金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及

び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則（以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 

（市民活動団体の要件） 

第２条 この要綱における市民活動団体は、次の各号のいずれにも該当するもの又は区長が認

めたものとする。 

（１）地域イベントにおける環境負荷の低減、環境保全意識の普及啓発に資する取組を通じて、

不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的に、非営利の事業に自主的に取り

組む団体であること。 

（２）中京区内に事務所又は連絡場所を有し、かつ、主たる活動を中京区内で実施しているこ

と。 

（３）活動開始後１年以上経過し、次年度以降も継続して活動する見込みがあること。 

 

（対象事業） 

第３条 この要綱におけるイベント等のエコ化推進事業は、次の各号のいずれかに該当する目

的のため、市民活動団体と区役所との協働により実施する事業のうち、区長が適当と認める

ものをいう。 

（１）地域イベントにおける環境負荷の低減、環境保全意識の普及啓発を目的として、区民が

主体的・自主的に取り組むとともに、相互の積極的な交流とふれあいを深めること。 

（２）地域イベントにおける環境負荷の低減、環境保全意識の普及啓発を目的とする取組を促

進及び支援するため、区民自らが情報提供・意識啓発を行うとともに、広く区民に発信す

ることにより、環境まちづくり意識の高揚を図ること。 

 

（事業提案） 

第４条 イベント等のエコ化推進事業を提案しようとする市民活動団体（以下「提案者」とい

う。）は、条例第９条に規定による申請を行う場合、中京区イベント等のエコ化推進事業提案

書（第１号様式。以下「提案書」という。）に次の各号に掲げる書類を添付し、区長に提出し

なければならない。 

（１）団体の規約等 

（２）事業計画書（第２号様式） 

（３）事業予算書（第３号様式） 

（４）その他区長が必要と認める書類 

 

（協議） 

第５条 区長は、前条の規定により提案された事業のうち、必要と認めるものに関し、提案者

と協働して事業を実施することについて、協議するものとする。 



（補助金の交付） 

第６条 区長は、前条の規定による協議の結果、協働して事業を行うことが適当であると判断

した場合には、条例及び規則その他次条以下に定めるところにより、提案者に補助金を交付

することができる。 

２ 前項の規定による補助金の対象となるのは、事業に要する経費から、国又は地方公共団体

の他の補助金等を控除した額とする。 

 

（対象経費） 

第７条 前条に規定する補助金の交付対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする提案

者が、補助金の交付対象事業の実施に直接要する経費とし、提案者の人件費及び事務所の賃

借料、光熱水費等の管理費は対象としない。 

 

（補助金交付の申請） 

第８条 提案者は、第６条の規定により区長が協働して事業を行うことが適当であると判断し

た場合、事業補助金交付申請書（第４号様式）に次の各号に掲げる書類を添付し、補助金の

交付の対象となる事業実施日の１４日前までに、区長に提出するものとする。 

 ただし、第４条に規定する提案書に添付した書類に変更がない場合は省略することができ

る。 

（１）団体の規約等 

（２）団体の構成員に係る名簿 

（３）事業計画書 

（４）事業予算書 

（５）その他区長が必要と認める書類 

 

（補助金交付の決定） 

第９条 区長は、条例第９条の規定による申請があったときは、内容を審査し、条例第１０条

の規定により、補助金の交付を決定するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により、補助金の交付の決定をした場合、条例第１２条の規定に基づ

き、事業補助金交付決定通知書（第５号様式）により、当該補助金の交付を申請した団体（以

下「申請者」という。）に通知するものとする。 

３ 区長は、条例第１０条の規定により、補助金を交付しないことを決定したときは、条例第

１２条の規定に基づき、事業補助金不交付決定通知書（第６号様式）により申請者に通知す

るものとする。 

 

（変更等の承認申請） 

第１０条 申請者は、条例第１１条第１項第１号の規定による事業の内容又は経費の配分の変

更を行うときは、事業変更承認申請書（第７号様式）に事業変更計画書（第８号様式）を添

付して、速やかに、区長に提出しなければならない。 

２ 補助金条例第１１条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次の各号のとおりとする。 

（１）補助目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合 

（２）補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者等の自由な創意工夫により計

画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

（３）補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合 



３ 申請者は、条例第１１条第１項第２号の規定による事業の中止又は廃止を行うときは、事

業中止承認申請書（第７号様式）により、速やかに、区長に提出しなければならない。 

４ 区長は、第１項及び前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、申請事項を

適当と認めたときは、補助金の額の変更を伴う場合は事業補助金変更交付決定通知書（第９

号様式）により、また補助金の額の変更を伴わない場合は、事業（変更・中止）承認通知書

（第１０号様式）により申請者に通知するものとする。 

 

（事業完了の届出） 

第１１条 条例第１８条の規定による実績報告は、事業完了届（第１１号様式）に次の各号に

掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。 

（１）事業収支決算書（第１２号様式） 

（２）領収書その他の事業の実施に要した経費を証する書類 

（３）前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 

（補助金交付額の決定） 

第１２条 区長は、条例第１８条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、条例

第１９条に規定により、補助金の交付額を決定するものとする。 

２ 区長は、前項の規定により、補助金の交付額を決定したときは、事業補助金交付決定額確

定通知書（第１３号様式）により申請者に通知するものとする。 

 

（補助金交付の請求） 

第１３条 事業補助金交付決定額確定通知書を受理した申請者は、条例第２１条第１項の規定

による補助金の交付を受けようとするときは、事業補助金交付請求書（第１４号様式）に事

業補助金交付決定通知書（第５号様式）の写しを添付し、区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の請求があったときは、速やかに支払わなければならない。 

 

（概算払） 

第１４条 申請者は、条例第２１条第２項に規定する補助金の概算払を受けようとするときは、

前条第１項に規定する事業補助金交付請求書により、その旨を区長に届け出なければならな

い。 

 

（届出事項） 

第１５条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもってその旨を

区長に届けなければならない。 

（１）住所又は名称を変更したとき。 

（２）代表者を変更したとき。 

 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。 

 

附  則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 



附  則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

 


